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１ 背景 

    国民健康保険は、日本の社会保障制度の中核である国民皆保険制度を支える重要

な基盤であり、被用者保険に加入する者を除く全ての者を被保険者（以下「国保加

入者」という。）とする公的医療保険制度である。 

近年、医療を受ける機会が多い高齢者の増加や労働人口の減少により、医療費の

増大と国民健康保険税の減収が続いており、国民健康保険の運営は厳しい状況に置

かれていた。 

このような状況を踏まえ、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康

保険法等の一部を改正する法律」（平成２７年法律第３１号）により、平成３０年

４月から、都道府県が、財政運営の責任主体として安定的な財政運営や効率的な事

業実施の確保等、国保運営について中心的な役割を担うこととなり（以下「広域化」

という。）、市町村は保険税収入等を財源とし、都道府県が決定した国保事業費納付

金を都道府県に納付し、保険給付費に相当する費用は、都道府県が各市町村へ支払

う仕組みに変更された。 

この広域化に際し、千葉県では平成２９年１２月に、国民健康保険制度の安定的

な運営及び効率的な事業の確保を目的に「千葉県国民健康保険運営方針（以下「県

方針」という。）」を策定した。かねてより課題となっていた決算補填等を目的とし

た法定外一般会計繰入金は、保険給付と保険税負担の関係性が不明瞭となることや、

国保加入者以外の住民に負担を求めていることなどから、保険税の急激な増加等を

十分に勘案しつつ、計画的に解消・削減を図るべきとされた。県方針は、令和２年

３月に中間見直しが行われ、広域化後の現状を適切に反映したところである。 

本市においては、広域化当初は長期的な推計が困難なことから、平成３０年度か

ら令和元年度までの２年間を対象期間とする「袖ケ浦市国民健康保険財政運営方針」

を策定した。その後、令和２年３月に令和２年度から令和５年度を対象期間とする

方針（以下「現行方針」という。）を策定し、県方針に鑑み、決算補填等を目的と

した一般会計からの法定外繰入金の段階的な引き下げを行うなど、国保財政の健全

化に努めてきたところである。 

現行方針を策定して２年が経過したことから、各種指標数値の時点修正を行い、

新型コロナウイルス感染症の影響等により、厳しい収支見通しの中、持続可能で安

定的な国民健康保険の運営を目指し、計画の中間見直しを行うものである。 
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２ 中間見直しにおける検討事項 

  中間見直しを実施するに当たり、現行方針の対象期間である令和２年度から令和

５年度までの保険給付費、国民健康保険税等の推移を見極め、単年度収支の赤字が

どの時点で生じ、その後どの程度の赤字が見込まれるのか精査を行い、国保財政の

健全化に向け必要な措置を講じる。 

 

 

３ 国民健康保険の現状 

過去５年度分の推移は、以下のとおりである。 

 

(1) 国保加入者数の推移 

 国保加入者は毎年３～７％の割合で減少していたが、令和２年度の減少幅は緩や

かになった。しかし医療費が増加する６０歳以上の割合は高い水準が続いている。 

【表１】国保加入者数の推移（年度末） 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

国保加入者数

（人） 
１５，６３８ １４，５３８ １３，９４１ １３，５５２ １３，４０４ 

 

６０歳以上 

８，５８７ ８，３５２ ８，０８９ ７，９０２ ７，８６６ 

 ５４．９１％ ５７．４５％ ５８．０２％ ５８．３１％ ５８．６８％ 

国保加入割合

（％） 
２５．０６％ ２２．９８％ ２１．８８％ ２１．００％ ２０．６０％ 

 

(2) 保険給付費の推移 

高齢化の進展や医療技術の高度化等により、一人当たりに要する保険給付費は、

年々増加傾向にある。 

ただし、令和２年度の一人当たりの保険給付費は、新型コロナウイルス感染症に

よる受診控え等の影響により、前年度を下回った。 

【表２】保険給付費の推移（２款全体）                 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

決算額（百万円） ４，５６０ ４，４２２ ４，２７８ ４，３４９ ４，１３８ 

前年度比 

（百万円） 
△３４ △１３８ △１４４ ７１ △２１１ 

前年度比（％） △０．７ △３．０ △３．３ １．７ △４．９ 

一人当たり保険 

給付費（千円） 
２９２ ３０４ ３０７ ３１４ ３０５ 
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(3) 国民健康保険税の推移 

国民健康保険税は、国保加入者の減少や低所得者世帯が多いという国保が抱える

構造的な理由から、税収の減少に歯止めがかからない状況にある。 

【表３】国民健康保険税の推移                   

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

決算額（百万円） １，５８８ １，４４４ １，３７７ １，３０５ １，２５２ 

前年度比 

（百万円） 
△３１ △１４４ △６７ △７２ △５３ 

現年分収納率

（％） 
９０．７４ ９２．６８ ９３．８１ ９３．９１ ９５．３０ 

滞繰分収納率

（％） 
３０．４８ ２８．４６ ３０．１７ ２６．９４ ３２．６３ 

１人当たり保険税 

収納額（円） 
９７，２４６ ９５，４４８ ９５，７６０ ９４，０３２ ９２，３５３ 

 

(4) 国保加入世帯の所得構成 

世帯所得２００万円以下の世帯が、全体の約３分の２を占めている。社会保険等

の被用者保険に比べ、高齢者を含む低所得者が多い。 

【図１】国保加入世帯の所得構成（令和２年所得：令和３年６月１日現在） 

 
所得 0      20.01%（1,724 世帯） ※参考 R2.6.1 時点 全世帯の 20.99%（1,807 世帯） 

所得 200 万円以下 65.21%（5,619 世帯）※参考 R2.6.1 時点 全世帯の 67.33%（5,797 世帯） 

       （全世帯数 8,617 世帯）             （全世帯数 8,610 世帯） 
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(5) 一般会計からの繰入金の推移 

一般会計からの法定内繰入金の他に、法定外繰入金として決算補填を目的とした

繰入金と特定健康診査のための繰入金を受けている。 

【表４】一般会計からの繰入金の推移                         

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

決算額（百万円） ８３７ ５９４ ５９７ ５２４ ５０３ 

 
法定内分 ６５８ ４１６ ４１７ ３９６ ３８０ 

法定外分 １７９ １７８ １８０ １２８ １２３ 

決算補填分 １５０ １５０ １５０ １００ １００ 

特定健診分 ２９ ２８ ３０ ２８ ２３ 

 

(6) 歳入歳出差引金額の状況 

     令和２年度に基金への積立方法を見直し、前年度からの繰越金を基金に全額積み

立てたことから、令和２年度の歳入歳出差引金額が大きく減少している。 

【表５】歳入歳出差引の推移 

 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

歳入歳出差引 

金額（百万円） 
２１６ ３５９ ４６５ ５２６ ９０ 

※内訳は、別表１参照 

 

(7) 財政調整基金の運用状況 

    令和２年度に基金への積立方法を見直したことから、令和２年度の年度末残高が

大きく増加している。 

【表６】財政調整基金の推移                             

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

当初額（百万円） ０ ４２ ６４ １００ １４６ 

積立額（百万円） ２６７ ２２ ３６ ４６ ４３７ 

取崩額（百万円） ２２５ ０ ０ ０ ０ 

年度末残高 

（百万円） 
４２ ６４ １００ １４６ ５８３ 
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(8) 国民健康保険税按分率の推移 

 平成２４年度、平成２５年度に２年連続で改定（引き上げ）を実施し、その後は限

度額の改定や平成３０年度に資産割の廃止を行っている。 

【表７】国民健康保険税の改定状況 

      
単位（円） 

年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 

医療 

所得割 6.40% 6.40% 6.40% 6.40% 6.40% 

資産割 6.50% 6.50% 
   

均等割 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

平等割 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 

限度額 540,000 540,000 580,000 610,000 630,000 

後期 

高齢 

所得割 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 

資産割           

均等割 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 

平等割           

限度額 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 

介護 

所得割 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 

資産割           

均等割 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 

平等割           

限度額 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

 

４ 対象期間における収支の見込み 

  国民健康保険の広域化が始まって４年が経過した。今後の国民健康保険への国の

公費投入の動向は不透明ではあるものの、県方針を踏まえ推計を行った。 

 

(1) 国保加入者数の見込み 

 後期高齢者医療保険への移行や、社会保険加入者の適用拡大及び高齢世代の就労

が進んでいることから、被保険者数の減少は続いていくものと考えられる。 

  【表８】国保加入者数の見込み（年度平均） 

 
令和２年度 

（決算） 

令和３年度 

（決算見込） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

国保加入者数(人） １３，５５４ １３，３４６ １３，０９８ １２，８３３ 

 
６０歳以上 

７，９３０ ７，７３８ ７，５２３ ７，３００ 

 ５８．５１％ ５７．９８％ ５７．４４％ ５６．８８％ 
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(2) 保険給付費の見込み 

 近年の保険給付費は、４２億円後半から４５億円後半の間で推移していたが、令

和２年度は新型コロナウイルス感染症による受診控えの影響で４１億円前半まで

減少した。しかし一人当たり保険給付費は、令和２年度を除き増加を続けており、

この傾向は続いていくものと見込んでいる。 

  【表９】保険給付費の見込み 

 
令和２年度 

（決算） 

令和３年度

（決算見込） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

 

見込額（百万円） ４，１３８ ４，３９０ ４，３１７ ４，３３１  

前年比（百万円） △２１１ ２５２ △７３ １４  

前年比（％） △４．９ ６．１ △１．７ ０．３  

一人当たり保険給付費 

（千円） 
３０５ ３２９ ３３０ ３３７ 

 

 

 

(3) 国民健康保険事業費納付金の見込み 

 県全体の国保加入者の保険給付費等について、国・県等の公費で賄われない部分

を、県内市町村で所得水準及び医療水準により按分する制度であり、県が決定する。 

年度ごとの県全体の保険給付費等の見込額により事業費納付金も異なるが、１人

当たり保険給付費の伸びに応じて、１人当たり事業費納付金も増額すると見込んで

いる。 

  【表１０】事業費納付金の見込み 

 
令和２年度 

（決算） 

令和３年度 

（決算見込） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

 

見込額（百万円） １，７１９ １，６９８ １，７０７ １，７１２  

前年比（百万円） ５５ △２１ ９ ５  

前年比（％） ３．３ △１．２ ０．５ ０．３  

一人当たり事業費納付金 

（千円） 
１２７ １２７ １３０ １３３ 
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(4) 国民健康保険税の見込み 

   新型コロナウイルス感染症に伴う収入減による令和３年度の保険税への影響は一

部にとどまったため、令和４年度、令和５年度も同程度の影響として収納額を見込

んだ。 

 ただし国保加入者の減少により、収納額は減少し続ける見込みである。 

 【表１１】国民健康保険税収納額の見込み 

 
令和２年度 

（決算） 

令和３年度 

（決算見込） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

 

見込額（百万円） １，２５２ １，１９９ １，１７１ １，１４３  

前年比（百万円） △５３ △５３ △２８ △２８  

１人当たり保険税（円） ９２，３５３ ８９，８２０ ８９，３８９ ８９，０５０  

 

(5) 計画期間内の財政見込み 

 (5-1) 歳入歳出差引額の見込み 

  保険給付費、事業費納付金は年々増加が見込まれる中、保険税の収納額は減収の

見込みであり、また決算補填目的の法定外繰入金を令和３年度に削減したことから、

令和３年度以降マイナスとなる見込みである。 

  【表１２】歳入歳出差引額の見込み 

 
令和２年度 

（決算） 

令和３年度 

（決算見込） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

 

歳入歳出差引額 

（百万円） 
９０ △７０ △１８０ △２４６ 

 

 

 (5-2) 財政調整基金の見込み 

  平成３０年度以降は、国民健康保険の広域化により、保険給付に必要な費用は県

からの交付金で賄われるため、急な保険給付の増加のために基金を積み立てる必要

はなくなった。今後は保険税の減収に対し、一定金額を備えておく必要がある。 

表１２にある歳入歳出差引額の赤字額については、基金を取崩して対応する。 

【表１３】財政調整基金の見込み 

 
令和２年度 

（決算） 

令和３年度 

（決算見込） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

 

当初額（百万円） １４６ ５８３ ５２２ ３４２  

積立額（百万円） ４３７ ９ ０ ０  

取崩額（百万円） ０ ７０ １８０ ２４６  

年度末残高（百万円） ５８３ ５２２ ３４２ ９６  
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(６) 一般会計繰入金の見込み 

 法定内分は定められた基準に従い、歳出との連動によって増減をすると想定した。 

 また、決算補填等を目的とした一般会計からの法定外繰入は、県方針において、

保険給付と保険税負担の関係性が不明瞭となること、国保加入者以外の住民にも負

担を求めることとなることなどから、地域の実情や国保加入者の負担を十分に勘案

し、計画的に解消・削減を図るべきであるとされている。 

このことから、表１４のとおり削減するものとし、決算補填目的の法定外繰入金

を令和５年度に解消するものとして試算を行った。 

 

  【表１４】一般会計繰入金の見込み 

 令和２年度 

（決算） 

令和３年度 

（決算見込） 

令和４年度 

（推計） 

令和５年度 

（推計） 

見込額（百万円） ５０３ ４５３ ４６１ ４２５ 

 
法定内分 ３８０ ３９７ ４００ ３９０ 

法定外分 １２３ ５６ ６１ ３５ 

決算補填分 １００ ２５ ２５ ０ 

特定健診分  ２３ ３１ ３６ ３５ 

 

５ 方針 

(1) 按分率改定年度 

現行方針では、按分率改定の時期は、計画期間内の単年度収支（歳入歳出のうち、

繰越金及び財政調整基金を除いた収支。下記の式を参照。）が赤字と見込まれる年

度の翌年度とし原則２年周期とする。 
 
 

単年度収支＝（歳入合計－繰越金－基金取崩額） 
 

－（歳出合計－基金積立額） 

 

 

(2) 一般会計からの法定外繰入金の解消 

一般会計からの決算補填等を目的とした法定外繰入金は、県方針において、解

消・削減に努め、削減にあたっては国保加入者の急激な負担増とならないよう、ま

た、財政状況を考慮しながら、計画的な解消・削減を図るとされている。 

現行方針の対象期間中に、決算補填目的の法定外繰入金を段階的に削減し、令和

５年度に解消するものとする。 

 

(３) 賦課限度額の設定 

従前のとおり、地方税法施行令第５６条の８８の２に定められた金額を上限額と

する。 
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(４) 中間見直しで検討した結果 

「４ 対象期間における収支の見込み」及び別表２により精査した結果、保険税

の減収や保険給付費が増加していることを受け、令和３年度に単年度収支が赤字に

なることが見込まれ、今後も継続する見込みであることから、持続可能で安定的な

運営のため、上記(1)～(3)の方針は変更しないものとする。 

なお、令和３年度末の財政調整基金残高の見込額は５億円強あることから、改定

幅は国保加入者の急激な負担増とならないよう配慮する。 

一度の改定では、赤字幅は縮小するものの、依然として単年度収支は赤字が見込

まれる。現行方針の計画期間外になるが、引き続き医療費の適正化等、国保財政の

健全化に努めつつ、令和６年度以降も段階的に改定していく必要がある。 

 

６ 次期方針の策定 

 本方針の対象期間以降も、国保財政の健全化を維持するため、取組実施状況や保

険税、保険給付費等、各項目の実績額等を把握し、また特定健康診査等事業への支

援として受けている法定外繰入金について、収支の状況を踏まえ段階的な削減の検

討を行う必要がある。 

これらの内容を袖ケ浦市国民健康保険運営協議会及び関係課等と情報共有を図

るとともに、令和５年度までに令和６年度以降の「袖ケ浦市国民健康保険財政運営

方針」を策定する。 

  

 

７ 運営方針における改善プラン 

この運営方針に基づいた按分率改定により財政運営をしていくこととなるが、

平成３０年４月から広域化し、引き続き、安定した国保財政の運営を図るために、

保険者努力支援制度を意識しつつ、従来からの取組を更に向上させ、歳入の確保

と歳出の抑制の両面から、健全化に向けて努力するものとする。 

 

(1) 歳入確保に向けた主な取組 

  

○収納率の向上 

地域の実情を考慮しつつ、県方針に掲げる目標収納率の達成及び更なる収納

率の向上に向けて、以下の取組を行う。 

・納期の周知による納期内納付の促進（市税等納期一覧表の各世帯への配布、

広報紙やホームページによる周知） 

・納付方法の整備（コンビニ納付や口座振替の推進などにより納め忘れの少な

い環境を整える）（県方針に準じたもの） 

・納付勧奨の実施（コールセンターの設置等）（県方針に準じたもの） 

・個々の状況に応じたきめ細やかな納付相談の実施（滞納者への早期接触、短

期被保険者証や資格証明書の活用等）（県方針） 

・収納部門との連携による臨戸訪問や滞納処分等を実施 

・個々の実情を十分に勘案した適切な減免制度の運用（県方針） 

・長期未展開事案への対応（県方針） 
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・法定軽減措置を適切に実施するための所得未申告者への申告勧奨（県方針） 

・生活困窮者担当部局など庁内関係部局等との連携（県方針） 

・外国人に対する制度周知・収納対策（県方針） 

   

○保険者努力支援制度の活用 

    保険者努力支援制度は、国保加入者の健康づくり、医療費の適正化、国保財

政の健全化等に向けた努力を行う保険者を客観的な指標で評価し、支援金を交

付することで、保険者の取組を支援する国の制度である。 

糖尿病等の重症化予防、後発医薬品の使用促進、特定健診受診率向上、個人

へのインセンティブ提供などの医療費適正化に資する取組が評価項目とされ

ていることから、確実に実施していくことで、交付金の確保を図る。 

 

(2) 歳出抑制に向けた主な取組 

   

  ○保険給付の適正な実施 

    保険給付は、保険制度における基本的事業であり、法令に基づく統一的なル 

ールの下に確実に行われ、必要な者に必要な保険給付が着実になされることが 

重要である。 

 

・診療報酬等の適正な支払いを確保するため、レセプト（療養費支給申請書を

含む）点検の充実・強化を行う。（県方針） 

・交通事故等の第三者の不法行為の結果生じた給付に対する求償権を適切に行

使するため、第三者求償事務に係る数値目標を設定し、取組の強化を行うと

ともに、定期的な取組内容の評価・改善を行う。（県方針） 

   

○医療費の適正化の取組 

    国民健康保険の医療費は、今後も、医療の高度化や国保加入者の高齢化の進

展等により増加していくことが見込まれており、将来にわたって安定的な財政

運営を続けていくためには、歳出の中心である医療費の適正化に取り組むこと

が重要である。 

 

・生活習慣病予防を目的として、個別及び集団健診での特定健康診査の実施と

重症化予防のための特定保健指導の受診率向上のため「第３期袖ケ浦市国民

健康保険特定健康診査等実施計画」及び「第２期袖ケ浦市保健事業実施計画

（データヘルス計画）」に基づき、取組を実施する。（県方針に準じたもの） 

 

・効果的な保健事業の推進を図るため、特定健診結果やレセプト情報、国保デ

ータベース（ＫＤＢ）システム等の健康・医療情報を活用し、保健事業の実

施及び評価を行う。（県方針） 

 

・生活習慣病を原因とした慢性腎臓病による人工透析導入者を減らすため、か

かりつけ医・専門医・行政が連携することで、新規人工透析導入者の減少を

目指す。（君津地域四市による共同事業） 
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・地域の医療関係者等との連携の下、重複頻回受診者・重複服薬者の健康管理

や医療に対する意識を深めるため、保健師や看護師等による訪問指導、残薬

確認や、特定健康診査及び特定保健指導の機会を活用した指導・助言を行う。

（県方針） 

 

・特定健診等の受診者に対し、ＩＣＴ等の活用による、わかりやすい健診結果

等の情報提供を行う。（県方針） 

 

・特定健診・特定保健指導に加えて、関係部門と連携して他の健診の実施や健

診結果等に基づく受診勧奨等に取り組む。（県方針） 

 

・国保加入者に対し、国保制度に対する理解や自らの健康への認識を深めても

らうため、医療費通知を実施する。（県方針） 

 

・後発医薬品の使用促進を図るため、後発医薬品差額通知を実施する。以下の

取組などを行う。（県方針） 

① 後発医薬品使用希望シール等の配布 

② 後発医薬品差額通知の効果的な実施 

 

  ・短期人間ドック受診者への助成 

   疾病の早期発見のための受診に補助することで重篤化を防止する。 
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【参考】 国等の制度改正の概要 

(1) 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律の概要 

    

持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の

財政基盤の安定化、負担の公平性、医療費適正化の推進、患者申出療養の創設等

の措置を講ずるもの 

   

○国民健康保険の安定化 

 ・国保への財政支援の拡充により、財政基盤を強化する。 

   ・平成３０年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営

や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化する。 

○医療費適正化計画の見直し、予防・健康づくりの促進 

 ・都道府県が地域医療構想と整合的な目標を計画の中に設定する。 

 ・保険者が行う保健事業に、予防・健康づくりに関する国保加入者の自助努力へ

の支援を追加する。 

 

(2) 千葉県国民健康保険運営方針の概要 

  ○ 位置付け：県が策定する国民健康保険に関する統一的な方針、市町村は本方 

針を踏まえた事務の実施に努める（努力義務） 

○ 根拠規定：国民健康保険法第８２条の２第１項 

○ 対象期間：平成３０年度～令和５年度の６年間 

（中間年である令和２年度に見直しを行った。） 

○千葉県の現状と国保運営に当たっての基本的な考え方 

（現状）・国保加入者数の減少 

・実質収支の恒常的な赤字 

・一人当たり医療費の全国平均を上回る伸び 

  （基本理念）持続可能な国民健康保険制度の運営を目指して 

  ○個別の取組・方針 

（１）国保の医療費及び財政の見通し 

・国保医療費等の推計 

・実質的な単年度収支の均衡が原則 

地域の実情を十分に勘案し、 

「決算補填等を目的とした一般会計からの法定外繰入」⇒ 計画的な解消・

削減に努める 

 「繰上充用金」⇒ 一定期間内に解消 

・財政安定化基金を活用し、財政リスクに対応 

（２）保険税の標準的な算定方法 

⇒ 国のガイドラインの原則に沿った算定方法 

ア.標準保険料率の算定方法 

・所得と国保加入者数で算定（２方式を採用） 

・医療費・所得水準を市町村ごとに反映 

（将来的な保険税水準の統一に向け、県と市町村は議論を深める。） 
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・標準的な収納率は市町村ごとの実績に基づき設定 

イ.県繰入金と特例基金等を活用し、保険税負担の激変緩和を実施 

（３）保険税の徴収の適正な実施 

目標収納率を設定、効果的な収納対策を実施 

（４）保険給付の適正な実施 

（５）医療費の適正化の取組 

（６）その他 

・市町村事務の効率化の推進 

・保険者努力支援制度の活用 

・保健医療、福祉サービス等に関する施策との連携 

 



（別表１）国民健康保険特別会計収支決算額の推移（平成２８年度～令和元年度）

決算額 構成比％ 対前年比％ 決算額 構成比％ 対前年比％ 決算額 構成比％ 対前年比％ 決算額 構成比％ 対前年比％

 １　国民健康保険税 1,588 19.4 △ 1.9 1,444 18.6 △ 9.1 1,377 20.4 △ 4.6 1,305 19.2 △ 5.2

 ２　使用料及び手数料 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     -

 ３　国庫支出金 1,525 18.7 0.3 1,506 19.4 △ 1.3 0 0.0 　 　  皆減 1 0.0 　   　皆増

 ４　療養給付費交付金 91 1.1 △ 53.3 36 0.5 △ 60.4 4 0.1 △ 88.9 0 0.0 　   　皆減

 ５　県支出金 347 4.3 △ 4.1 360 4.6 3.8 4,371 64.6 1114.2 4,423 65.3 1.2

 ６　財産収入 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     -

 ７　繰入金 837 10.3 △ 10.7 594 7.6 △ 29.0 597 8.8 0.5 524 7.7 △ 12.2

 ８　繰越金 292 3.6 △ 15.4 216 2.8 △ 26.0 359 5.3 66.2 465 6.9 29.5

 ９　諸収入 39 0.5 30.0 54 0.7 38.5 55 0.8 1.9 63 0.9 14.6

１０　前期高齢者交付金 1,774 21.7 0.3 1,979 25.4 11.6 0 0.0 　   　皆減 0 0.0 　　     -

１１　共同事業交付金 1,667 20.4 0.4 1,588 20.4 △ 4.7 0 0.0 　   　皆減 0 0.0 　　     -

歳入合計 8,160 100.0 △ 3.3 7,777 100.0 △ 4.7 6,763 100.0 △ 13.0 6,781 100.0 0.3

 １　総務費 138 1.7 △ 0.7 158 2.1 14.5 132 2.1 △ 16.5 116 1.9 △ 12.1

 ２　保険給付費 4,560 57.4 △ 0.7 4,422 59.6 △ 3.0 4,278 67.9 △ 3.3 4,349 69.5 1.7

 ３　国民健康保険事業費納付金 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     - 1,707 27.1 　   　皆増 1,664 26.6 △ 2.5

 ４　共同事業拠出金 1,618 20.4 △ 2.5 1,537 20.7 △ 5.0 0 0.0 　   　皆減 0 0.0 　　     -

 ５　財政安定化基金拠出金 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     -

 ６　保健事業費 72 0.9 △ 4.0 75 1.0 4.2 77 1.2 2.7 75 1.2 △ 2.6

 ７　基金積立金 267 3.4 △ 15.8 22 0.3 △ 91.8 36 0.6 63.6 46 0.7 27.8

 ８　公債費 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     -

 ９　諸支出金 53 0.7 29.3 12 0.2 △ 77.4 68 1.1 466.7 5 0.1 △ 92.7

１０　予備費 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     -

１１　後期高齢者支援金等 907 11.4 △ 5.5 871 11.8 △ 4.0 0 0.0    　　皆減 0 0.0 　　     -

１２　前期高齢者納付金等 1 0.0 0.0 3 0.0 200.0 0 0.0    　　皆減 0 0.0 　　     -

１３　老人保健拠出金 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     - 0 0.0 　　     -

１４　介護納付金 328 4.1 △ 8.4 318 4.3 △ 3.1 0 0.0 　   　皆減 0 0.0 　　     -

歳出合計 7,944 100.0 △ 2.5 7,418 100.0 △ 6.6 6,298 100.0 △ 15.1 6,255 100.0 △ 0.7

財政調整基金

単年度収支
　　　収入（歳入合計－繰越金－基金取崩額）

　　　支出（歳出合計－基金積立額）

収支

当年度積立額

当年度取崩

翌年度繰越額

423 565

100

672

22 36 46

（単位：百万円）

0 0 0

64 146

42 64 100

191

7,561 6,404 6,316

7,396 6,262 6,209

165 142 107

7,677

0

267

225

42

258

7,868

歳入歳出差引＋財政調整基金

　　　　　　　　　　年度

　　区分

前年度繰越額

令和元年度

526

歳
出

平成２８年度 平成２９年度

歳入歳出差引

歳
入

359216

平成３０年度

465

 



（別表２）国民健康保険特別会計収支決算額及び収支見込み（令和２年度～令和５年度）

決算額 構成比％ 対前年比％ 見込額 構成比％ 対前年比％ 見込額 構成比％ 対前年比％ 見込額 構成比％ 対前年比％

 １　国民健康保険税 1,252 19.1 △ 4.1 1,199 19.2 △ 4.2 1,171 19.3 △ 2.3 1,143 19.0 △ 2.4

 ２　使用料及び手数料 0 0.0     -         0 0.0     -         0 0.0     -         0 0.0     -         

 ３　国庫支出金 4 0.1 300.0 1 0.0 △ 75.0 0 0.0 △ 100.0 0 0.0     -         

 ４　療養給付費交付金 0 0.0     -         0 0.0     -         0 0.0     -         0 0.0     -         

 ５　県支出金 4,226 64.4 △ 4.5 4,446 71.3 5.2 4,388 72.5 △ 1.3 4,403 73.3 0.3

 ６　財産収入 0 0.0     -         0 0.0     -         0 0.0     -         0 0.0     -         

 ７　繰入金 503 7.6 △ 4.0 453 7.3 △ 9.9 461 7.6 1.8 425 7.1 △ 7.8

 ８　繰越金 526 8.0 13.1 90 1.5 △ 82.9 0 0.0 △ 100.0 0 0.0     -         

 ９　諸収入 55 0.8 △ 12.7 44 0.7 △ 20.0 36 0.6 △ 18.2 36 0.6 0.0

歳入合計 6,566 100.0 △ 3.2 6,233 100.0 △ 5.1 6,056 100.0 △ 2.8 6,007 100.0 △ 0.8

 １　総務費 108 1.7 △ 6.9 116 1.8 7.4 119 1.9 2.6 119 1.9 0.0

 ２　保険給付費 4,138 63.9 △ 4.9 4,390 69.6 6.1 4,317 69.2 △ 1.7 4,331 69.2 0.3

 ３　国民健康保険事業費納付金 1,719 26.5 3.3 1,698 26.9 △ 1.2 1,707 27.4 0.5 1,712 27.4 0.3

 ４　共同事業拠出金 0 0.0     -         0 0.0     -         0 0.0     -         0 0.0     -         

 ５　財政安定化基金拠出金 0 0.0     -         0 0.0     -         0 0.0     -         0 0.0     -         

 ６　保健事業費 67 1.1 △ 10.7 80 1.3 19.4 87 1.4 8.7 85 1.4 △ 2.3

 ７　基金積立金 437 6.7 850.0 9 0.2 △ 97.9 0 0.0 △ 100.0 0 0.0     -         

 ８　公債費 0 0.0     -         0 0.0     -         0 0.0     -         0 0.0     -         

 ９　諸支出金 7 0.1 40.0 10 0.2 42.9 6 0.1 △ 40.0 6 0.1 0.0

１０　予備費 0 0.0     -         0 0.0     -         0 0.0     -         0 0.0     -         

歳出合計 6,476 100.0 3.5 6,303 100.0 △ 2.7 6,236 100.0 △ 1.1 6,253 100.0 0.3

財政調整基金

※令和３年度以降は歳入歳出差額のマイナスを基金を取り崩して充てているため、財政調整基金の翌年度繰越額のみを記載。

単年度収支
　　収入（歳入合計－繰越金－基金取崩額）

　　支出（歳出合計－基金積立額）

歳入歳出差引

歳
入

歳
出

　　　　　　　　　　年度

　　区分

△ 24690

令和２年度（決算） 令和４年度（推計）

△ 180

令和５年度（推計）

（単位：百万円）

令和３年度（決算見込）

△ 70

歳入歳出差引＋財政調整基金

前年度繰越額

当年度積立額

当年度取崩額

翌年度繰越額

146 583

0 70

522 342

437 9 0 0

180 246

583 522 342 96

673 522 342 96

6,0076,040 6,143 6,056

6,039 6,294 6,236

収支

6,253

1 △ 151 △ 180 △ 246

※ ※ ※

 


